
日本学生支援機構奨学金及び修学支援新制度の手続きについて 

 

修学支援新制度は、経済的な理由で学び続けることをあきらめないよう、国による授業料等の減免と日本学生

支援機構の＜給付型＞奨学金により、意欲のある学生の皆さんの「学び」を支える制度です。 

家計の経済状況及び学業成績等の要件を満たす場合には、入学金及び授業料が一部減免されるとともに、給付

型奨学金が受けられます。制度及び家計の経済状況要件等については、以下のホームページにてご確認ください。 

文部科学省 HP：https://www.mext.go.jp/kyufu/ 

日本学生支援機構 HP：https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html   

また、日本学生支援機構には＜貸与型＞奨学金がありますが、利用を希望する場合は、修学支援新制度とは別

に申込みを行う必要があります（家計及び学力基準も異なります）。 

 なお、日本学生支援機構奨学金及び修学支援新制度の説明会は、学生以外参加はできません。 

 

①これから申込みを希望する方＜新規採用＞ 

◆修学支援新制度（入学金及び授業料減免、給付型奨学金） 

「修学支援新制度<新規採用>募集説明会」に参加してください。申込みに必要な書類は説明会でのみ配付します。 

日 程：2020年 4月 8日（水）13：30～15：00 

場 所：4号館 2階 421教室 

対 象：全学科  

  持参物：黒ボールペン及びマーカー等の筆記具（全員） 

（日本学生支援機構＜新規採用＞募集説明会の開催時間とは重複しません） 

※後期も募集を行います（日程未定）が、入学金が減免の対象となるのは、入学年度 4月募集時のみです。 

※2回/毎年募集しますので、2年生または 3年生、4年生（留年生除く）になってから申込むことも可能です。 

◆日本学生支援機構＜貸与型＞奨学金 

「日本学生支援機構<新規採用>募集説明会」に参加してください。申込みに必要な書類は説明会でのみ配付します。 

日 程：2020年 4月 8日（水）15：30～17：00 

場 所：4号館 2階 421教室 

対 象：全学科  

  持参物：黒ボールペン及びマーカー等の筆記具（全員） 

（修学支援新制度募集説明会の開催時間とは重複しません） 

※毎年募集しますので、2年生または 3年生、4年生（留年生除く）になってから申込むことも可能です。 

 

②高校在学時に日本学生支援機構の「採用候補者決定通知」を交付された方＜予約採用＞ 

「日本学生支援機構<予約>奨学生進学手続説明会」に参加してください（別紙もご覧ください）。 

日 程：経済学科     2020年 4月 6日（月）13：30集合 4号館 1階 411教室 

経営学科     2020年 4月 7日（火） 9：30集合 4号館 1階 411教室 

商学科・公共学科 2020年 4月 7日（火）13：30集合 4号館 1階 411教室 

持参物：黒ボールペン及びマーカー等の筆記具（全員） 

採用候補者決定通知（全員） 

↓以下は、該当する方のみ提出が必要です↓ 

「入学時特別増額貸与奨学金に係る申告書」 

「公庫発行の融資できない旨を記載した通知文コピー」 

学生本人が自宅外通学であることを証明する書類 （裏面：【該当例２】参照） 

★給付型奨学金の採用候補者の方は授業料減免の申込みが別途必要です。4 月 6 日または 7日の「日本学生支援

機構<予約>奨学生進学手続説明会」において、授業料減免申込方法について説明を行います。 

★貸与型奨学金のみの採用候補者で修学支援新制度の申込みを希望する場合は、4 月 6日または 7日「日本学生

支援機構<予約>奨学生進学手続説明会」と、4 月 8 日「修学支援新制度<新規採用>募集説明会」どちらも参加

する必要があります。 

★体調不良等で指定日に参加できない場合は、別学科の開催日に参加してください。 

採用候補者決定通知と引き換えに「進学届」入力のためのＩＤとパスワードを配付します。インターネットを

通じて“大阪商業大学に進学した”ことを届け出なければ、奨学金の交付は受けられません。入力期限内に届

け出ると、5月以降に振込みが開始されます。 

（裏面：【該当例１】参照） 

裏面もご確認ください 

2020.3 



＜採用候補者が入学までに行うこと＞ 

 出身高校から交付された、大学等奨学生予約採用選考結果が入った封筒の中に「採用候補者決定通知」が入っ

ていますので、印字内容を確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要書類等については、選考結果に同封されている「採用候補者のしおり」も参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜新規採用＞＜予約採用＞共通事項 

★修学支援新制度採用後の学費納入方法について 

・入学手続き時に納入していただいた入学金及び授業料は、支援区分の確定後、減免額を学費自動引落の 

口座に還付します（9月頃を予定）。 

・支援を受けている間は、学費の納入方法は専用納付書による銀行振込みとなり、納付期限も定期試験開始 

日の 3日前まで猶予されます。 

★年に複数回、説明会への参加及び届出を行う必要があります 

 ・採用者説明会、継続説明会のほか、それに伴う書類の提出や入力等があります。 

・説明会の日時及び会場等については、学生自身が大学ポータルシステム S-Navi!を確認してください。 

★採用後～継続には条件があります 

・継続の学力基準を満たさない場合は資格を失います。修学支援新制度を受ける方は、学力基準が貸与型奨学 

 金より厳しいものとなります。お子様が勉強に励まれるよう、ご家庭での環境づくりにご協力ください。 

・修学支援新制度を受ける方は、家計の経済状況に関する要件について日本学生支援機構が確認します。 

大阪商業大学 学生支援課（06-6782-2297） 

表面もご確認ください 

コードがＢまたはＥの方 
※国の教育ローンの申込：必要となっている方です 

入学時特別増額貸与奨学金を 

･借りない⇒進学届提出時に辞退を選択します 

･借りる ⇒日本政策金融公庫へ「国の教育ローン」 

を申込んでおいてください 

審査の結果、教育ローンの融資を断られた場合のみ 
入学時特別増額貸与奨学金を貸与できます。 
（融資の申込みをしていない、または融資が承認された 
場合は申込資格がありません） 

①「入学時特別増額貸与奨学金に係る申告書」 

 （①は該当者のみ選考結果に同封されています） 

②「公庫発行の融資できない旨を記載した通知文コピー」 

以上 2点の書類を準備しておいてください 

給付型奨学金採用候補者で「自宅外通学」する方 

学生本人が自宅外通学であることを証明する書類 
（賃貸借契約書コピー等） 

【該当例１】 

【該当例２】 

※国の教育ローンは、奨学金とは全く別の制度であり、 

利用のためには別途申込みが必要です 

＜こんなときは？＞ 
 ①採用候補になったが、奨学金は全く必要なくなった ・・・・・・・・・・・・・・・ ⇒ 手続きは必要ありません 

 ②借りる金額を変更したい 
（第一種は家計基準による制限があります） 

 ③生年月日、性別、利率の算定方法、返還方式を変更したい 

 ④保証制度を変更したい 
（機関→人的へ変更できるのは、この時だけです） 

 ⑤採用候補になっていない奨学金を借りたい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
（給付型奨学金のみ〇がついているが、貸与型奨学金も借りたい等） 

（説明会への参加も不要です） 

⇒ 表面を参照し、各説明会 
に参加してください 

⇒ 進学届の提出（入力）時に 

変更することが可能です 


